
柱５     エビデンスに基づく行財政経営
施策３    公営企業・外郭団体の健全経営
細施策１ 公営企業・外郭団体の健全経営

備考欄
※経常収支比率：財政構造の弾力性を示す指標の一つで、医業収益、医業外収益に対する医業費用、医業外費用の割合であり、通常の病院活
動による収益状況を表す指標のこと。100％以上の場合は単年度 字を、100％未満の場合は単年度 字を表すことになる。

334,950 千円

目標効果額

経常収支比率（※）：100％以上新たに中 期計画を作成して
取り組みを推進

個別成果指標「鳥取市立病院経営強化プラ
ン」に基づく取り組みの推進

令和11年度 実施期間の成果目標

令和7年度 令和11年度

取組内容 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

実施期間

●現状：病院事業会計は、新型コロナウイルス感染症対策関連補助 の影響で令和２ ４年度は 字
化を達成した。しかし、補助金を除く実質の経常収支は改善はみられるものの赤字のままである。令
和６年３月に「鳥取市立病院経営強化プラン」を策定し、経営健全化に向けて取り組んでいるが、赤
字の解消には至っていない。
●課題：人件費上昇や物価高騰により経費が増大しているが、これらのコスト上昇分が診療報酬改定
に適切に反映されていないため、収支改善が厳しい状況となっている。また、コロナ５類化後も患者
が回復しておらず、今後の患者確保が課題となっている。

  取市 病院経営強化プラン（計画期間：令和5 9年度）
に沿って、開業医からの紹介による新規患者獲得や適切な医
療サービス提供による診療単価の向上、他院より優位性のあ
る診療科の広報等により収支改善に取り組む。

現状と課題 課題解決のための取組

53130

実施計画名 病院事業の経営健全化（収益的収 の 字化） 担当課 市立病院
管理番号 ：
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事前質問回答

53130 病院事業の経営健全化（収益的収支の黒字化） 【市立病院】

（質問） 

医師不足とも囁かれていますが、具体的な施策はあるの

でしょうか？ 

（回答） 

医師の都市部への集中などによる地方の医師不足が課題となっています。鳥取県においては、鳥取

大学医学部の地域枠や自治医科大学（都道府県の共同設立大学）を卒業した医師が、卒業後の一定期

間を県内の医療機関で勤務することを義務付ける制度を設け、地域医療を支える地元の医師の確保を

図っています。 

また、当院の取り組みとして関連大学医局への医師派遣要請のほか、独自の医師奨学金による医師

の養成や、民間の医師紹介仲介業者を活用した採用など、医師確保につながる取り組みを行っていま

す。 

（質問） 

人件費や物価高騰により経費が増加しているとのことで

すが、今後の抑制策はありますか？ 

（回答） 

設備改修の規模の縮小や延期、医療機器更新時期の延期などにより、経費抑制に努めていますが、

昨今の人件費の上昇、診療材料や薬品の急激な高騰は、病院単体の経費抑制努力では到底対応でき

ない水準に達しています。 

このことにより全国的な病院経営の悪化を招いており、来年度の診療報酬改定に向けて各医療関係

団体からの要望活動が活発化しています。 

（質問） 

患者確保が課題とのことですが、他院との差別化や地域

住民へのアプローチなど、どのような戦略をお考えです

か？ 

（回答） 

 当院では他院より優位性のある診療科については優先的に最新医療機器の導入を進めています。県

内初導入となる整形外科手術支援ロボットや泌尿器科の体外衝撃波結石破砕装置など、東部圏域にお

いて差別化を図り、これらの特色を積極的に PRすることにより、診療所からの新たな紹介患者の獲得に

努めています。 

また、市報や病院だより、市民医療講演会等において当院の取組を紹介し、地域住民への周知を図っ

ています。 

（質問） 

病院の運営効率化などの策があれば、教えて下さい。 

（回答） 

病院単体での経営改善策として、かねてから物資の調達方法の見直しや病棟統合による人員配置の

最適化、診療報酬の適正な算定による診療単価の向上、ESCO事業による管理費用の節減など、収支

の両面から改善に取り組み、一定の成果を挙げてきました。 

今後は、人口減少や高齢化の進展を踏まえて、中長期的な観点から地域内での医療リソースの最適

化を図るため、病院間での機能分化、役割分担など、行政を交えた地域医療の在り方が議論されていく

ものと考えています。 

（質問） 

他自治体における黒字化経営の先進事例などの情報を

入手されていたら、教えて下さい。 

（回答） 

コロナ禍以前には、複数医療機関の統合再編や病床機能の見直し、経営形態の変更などで黒字化に

至った事例があります。しかし、これらの医療機関においても、ここ数年の人件費の上昇と急激な物価高

騰により、収支悪化が急速に進んでいる状況となっています。 
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鳥取市立病院
経営健全化

令和7年10月24日（金）
鳥取市立病院
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鳥取市立病院経営強化プランについて

国がガイドラインで示した以下の６つの視点に沿って経営強
化プランを策定し，経営強化を進めることとした。

計画期間：令和5年度～令和9年度

● 役割・機能の最適化と連携の強化
● 医師・看護師等の確保と働き方改革
● 経営形態の見直し
● 新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組
● 施設・設備の最適化
● 経営の効率化
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鳥取市立病院が地域で果たす役割

【二次救急医療】
昼夜問わず365日，二次救急医療機関として地域の救急医療
体制を支えます。
（専門医療，高度な検査，重症患者の治療，連携と協力）

提供すべき医療
【急性期医療】
中核病院として東部医療圏で必要となる急性期医療の提供を
行います。
（全世代への医療，高齢社会への対応，特色ある専門分野の医療）

【在宅復帰を支援するための回復期医療】
患者が日常生活に戻るための回復期医療の提供を行います。
（地域包括ケア病棟，リハビリ，在宅療養後方支援病院，連携と協力）

地域包括ケア
システム構築
に必要な役割

【地域医療体制の確保】
臨床研修医の育成、医療過疎地域への医療支援等、求められる
医療機能を提供し持続可能な地域医療提供体制を確保します。
（臨床研修指定病院，へき地医療拠点病院，予防保健，連携と協力）

東部圏域で
必要な役割

東部圏域で求められている役割（機能）を
果たしていくことで健全経営を目指す。
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経営強化プランにおける数値目標

段階的に患者確保し，１割増を目指す。
（達成できれば令和9年度に黒字化達成）

令和4年度実績

入院：234.0人／日 ， 外来：410.1人／日

令和9年度計画

入院：260.0人／日 ， 外来：430.0人／日

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
実績 実績 実績 計画 計画 計画 計画

(人) 88,860 85,406 86,236 89,000 90,800 92,600 95,000

(人) 98,833 99,656 92,846 101,500 102,400 103,300 104,000

入院診療単価 (円) 53,134 53,438 54,671 55,200 55,800 56,400 56,900

外来診療単価 (円) 16,980 17,302 17,277 17,500 17,700 17,800 18,000

病床稼働率 (％) 71.6% 68.8% 69.3% 71.7% 73.2% 74.4% 76.6%

経常損益　　　　　（億円） 7.11 5.85 ▲ 3.86 ▲ 4.43 ▲ 2.01 ▲ 0.74 0.07

入院患者数

外来患者数
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鳥取市立病院の経営状態
（億円）

旧改革プラン期間 新改革プラン期間
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87.1 
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77.8

72.6
73.5

76.6
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83.0
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

経常収益 経常費用

経営強化プラン
期間

R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27H26H25H24H23年度

77.878.987.188.684.773.273.975.578.478.081.579.076.272.8経常収益

86.283.081.281.581.980.781.181.981.481.180.176.673.572.6経常費用

△8.4△4.15.97.12.8△7.5△7.2△6.4△3.0△3.11.42.42.70.2経常収支

※R2～R5の間については、新型コロナ対応に係る補助金交付あり

7



患者数の推移

97,556 
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（全国自治体病院協議会 令和６年度決算状況調査結果報告より）

自治体病院の令和６年度決算状況

経常損失を生じた自治体病院の割合は約９割 
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柱５     エビデンスに基づく行財政経営
施策３    公営企業・外郭団体の健全経営
細施策１ 公営企業・外郭団体の健全経営

備考欄

※「 取市 道事業 期経営構想(2025-2035)」： 道施設の耐震化の推進や、 需要の減少に対応する 道システムの最適化といった新たな
取り組みを主柱として、アセットマネジメントに基づく事業の平準化を反映した11年間の財政シミュレーションを行い、将来的な施設更新需
要に対する原資の確保を目指した水道料金水準や、健全経営に向けた本市の具体的な目標や考え方を示した経営計画（計画期間：令和17年度
まで）

0 千円

目標効果額給水サービスの向上への取
組（水道サービスの持続）

年度末の内部留保資金残高
1,800,000千円以上

水道施設の耐震化
（強靱な水道）

個別成果指標水質管理体制の強化
（安全な水道）

令和11年度 実施期間の成果目標

令和7年度 令和11年度

取組内容 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

実施期間

 本市では、「 取市 道事業 期経営構想」を平成27年４ に策定し健全な事業運営に努
めてきました。計画期間である約10年間には、簡易水道事業等77事業との経営統合や、人口
減少や節水器具の普及に伴う水需要の本格的な減少、物価上昇による運営経費の増大などの
環境変化がありました。今後も、 度経済成 期以降に集中的に整備した 道施設の更新時
期  到来するなど、本市 道事業の経営状況は厳しさを増しています。

 将来にわたって安全な水道、強靱な水道及び水道サービス
の持続を目指し、令和17年度までの具体的な施策を示した
「 取市 道事業 期経営構想(2025-2035)」（※）を策定し、
令和7年度から11年度までは、経営構想の前期スケジュールに
基づいた健全な水道事業経営の取組を推進する。

現状と課題 課題解決のための取組

53140
実施計画名 水道施設の耐震化の推進と経営の効率化 担当課 水道局

管理番号 ：
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事前質問回答

53140 水道施設の耐震化の推進と経営の効率化 【水道局】

（質問） 

水道施設の耐震化のため、

どんな取り組みをどれくらい

の強度や耐久年数を基準

に、どのエリアで検討されて

いるのですか。 

（回答） 

水道局では、耐震化への主な取組として、次の４つを進めています。 

①基幹的な管路の耐震化 

水源から浄水場まで、浄水場から配水池までといった、地震などで破損した場合に断水の発生が広範囲に及ぶおそれのある

管路を耐震化します。【鳥取市水道事業長期経営構想(2025-2035)P36 参照】

〇市内全域の管路延長・・・・・・・・・・・・約 1,770km 

〇全管路延長のうち基幹的な管路・・・約 225km(12.7％) このうち令和６年度末で 45.6％が耐震化済み(Ｒ５末全国平均 43.3%)  

〇令和 17年度末の耐震化率目標・・・60％ 

②震災時応急給水拠点整備 

地域防災計画で指定された避難場所のうち、各地域からおおむね半径１km以内の運搬距離となる場所に、地域の給水拠点と

なる施設(応急給水栓)を整備するもので、給水拠点までの管路の耐震化を行います。【同 P39 参照】 

令和６年度末で、予定 65か所のうち 52 か所が整備済みで、長期経営構想において令和 10年度完了を目標に進めています。

令和 11年度以降は、統合前簡易水道地域における配水管路の耐震化を検討中です。 

③水管橋の耐震補強 

基幹管路及び応急給水管路上にある単独水管橋を耐震化します。 【同 P35 参照】

令和６年度末で、予定 12橋のうち 11橋が整備済みです。 

④老朽管の更新 

布設から 40 年以上を経過した管を対象に、漏水履歴があり、耐震性や耐腐食性を有しないなどの管路を更新します。 

市内全域に約 10km残っている CIP(赤水の発生や破損事故が起こりやすい、昭和 20～30年代を中心に布設した鋳鉄管)を、

令和 17年度までに全て解消することを目標としています。【同 P38 参照】 

************************************************************************************************************** 

〇耐震性(強度)について 

法令で耐震基準が定められており、最大地震動においても施設の機能に重大な影響を及ぼさないことが基準とされています。

本市においては、地域防災計画で想定されている、鹿野・吉岡断層による地震(震度６強～７)としています。 

〇耐久(耐用)年数について 

法令で定められた耐用年数は経理上の基準であり、実際に使用できる年数とは違います。水道管の耐用年数を例にすると法

令では 40 年と定められていますが、本市では管の種類に応じて独自の更新基準を設定しています。具体的には 70～100年とし
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ています。【同 P49 参照】

〇エリアについて 

いずれも市全域を対象に進めています。①については、耐震性能ランクが低く、重要度ランクの高い管路を優先して更新して

います。④については液状化の危険度が高い場所にある老朽度の高い管路を優先的に更新しています。 

（質問） 

近年、全国では水道管劣化

に伴う破裂などの事案が多

発しているが、「耐震化」の

具体的な内容を教えていた

だきたい。 

耐震化に関する事業内容については上記のとおりです。 

水道管の耐震化については、平成７年１月に発生した阪神淡路大震災を契機として、管と管との接合部分に伸縮機能、離脱防止機

能を備えた「耐震継手」を有する管を全面的に採用し、老朽管の更新等の際に使用しています。【鳥取市水道事業長期経営構想

(2025-2035)P36 参照】

（質問） 

前の質問に関連し、破裂前

の事前検知という点での、

検査・検証の取り組みも教

えていただきたい。現状、そ

れを強化する予定なのか、

予定は無いのでしょうか。 

土中に埋設された水道管の破裂を事前に検知することは難しいですが、過去の漏水履歴などを基に、水道管の漏水前に取り替えを

行っているところです。また、単独水管橋の管や橋梁に添架された管などの露出した管については、定期的に目視などによる点検を

行い、漏水リスクの判定を行っています。 

近年では、土質などの環境データや漏水履歴などをＡＩに機械学習させて破損確率を算出するといった管路劣化診断技術の社会実

装が進んでおり、全国の事業体で導入が始まっている状況です。本市では導入に向けて現在調査中です。 

（質問） 

今後の市民との対話や説

明活動の方針を教えてくだ

さい。 

水道局だよりなどの広報紙や公式ウェブサイトによる発信を通じて水道に関する情報の周知に努めるとともに、市民と直接対話でき

るイベントを増やすなど、施策を正しく知っていただくための双方向のコミュニケーションを推進していきたいと考えています。 

【鳥取市水道事業長期経営構想(2025-2035)P55 参照】 

＜【参考】今年度の主な広報活動＞ 

毎年６月１日からの７日までの一週間を「水道週間」として、水道の現状や課題について理解を深め、今後の取組について協力を得

るための催しが全国的に実施されている中で、本市においても、水道週間行事として「千代川市民一斉清掃」や「水道施設(江山浄水

場)見学会」などのイベントを毎年開催しています。また、今年度からの新たな取組として、施設の役割や維持管理の大切さについて理

解を深めていただくことを目的に、市民とともに浄水場や配水池をツアー形式で巡る「水道施設見学バスツアー」を開催しました。 

12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



柱３     公共施設マネジメントの推進
施策１    公共施設のファシリティマネジメント
細施策２ 施設の活用

 鳥取市教育委員会では、市内に小学校39校、中学校13校、義務教育学校４校の計56校（57施設）の学校を設置
しているが、学校施設を含めた公共施設の老朽化が全国共通の課題となっている中で、学校プールについては、
老朽化した配管や濾過設備の修繕費用が年々増加傾向にあることや、清掃・薬剤投入・濾過装置の操作など水質
管理及び安全対策に係る業務など教職員への負担が増していること、さらに、水泳授業は天候の制約を受けるこ
とも多く、高温による熱中症など昨今の気候変動により計画的な実施が難しくなるなど、水泳授業を取り巻く環
境が変化している状況にある。児童・生徒における安全・安心、さらには安定的で持続的な財政基盤の観点から
も、施設の更新を含めた学校プールのあり方について、議論を加速させていく必要がある。

 学識経験者、学校 、ＰＴＡ組織の代表、ＦＭ担当などのメン
バーからなる「鳥取市立学校プール施設のあり方に関する検討委員
会」を立ち上げ、ハード面（施設面）のみならずソフト面（維持管
理面・運営面）から課題等を整理し、最適な方向性の検討を行う。

現状と課題 課題解決のための取組

31210
実施計画名  間資源の活 担当課 教育総務課

管理番号 ：

令和11年度 実施期間の成果目標

令和7年度 令和11年度

取組内容 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

実施期間

個別成果指標学校プール施設のあり方に関する
方向性等の整理・検討

目標効果額検討委員会の提言に基づく実
践

学校プール施設の使用率：○○％以下
（学校プール施設のあり方に関する
検討委員会提言書をもとに決定）

 間スイミングスクールでの
モデル事業の実施

備考欄

【R6年度の取組】○鳥取市立学校プール施設のあり方に関する検討委員会立ち上げ  ○学校へのアンケート実施
         ○ 間スイミングスクールを活 した 泳授業を導 している先進地の視察（京都府福知 市）
【R7年度の取組】○ 間スイミングスクールを活 したモデル事業の実施と検証（R8年度以降も継続予定）
         ○学校プール施設に関する提言書提出（検討委員会）
【R8年度の取組】○提言書に基づく水泳授業の実践など（計画的・段階的に取り組むことを想定）

0 千円
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事前質問回答

31210 民間資源の活用（学校プールのあり方） 【教育総務課】

（質問） 

学校の現存しているプールの有効活用等も検討されてい

るのでしょうか？ 

（回答） 

プール施設は、学校施設や周辺地域における防火水槽の役割を担うとともに、大規模災害に伴うライ

フライン寸断時の避難所生活におけるトイレ等の生活用水への活用、また、僅かではありますが、一定

量の雨水を貯める流域治水の取組にも繋がるものとして、主に防災面での活用が図られるものと考えて

います。現時点では、その他の活用案は想定していませんが、全国的に民間スイミングスクールの活用

が加速している中で、他自治体での好事例などがありましたら参考にしていきたいと考えています。 

（質問） 

修繕費の増加傾向に対して、持続的な財政基盤の観点

から難しいということで、民間施設の活用によるコスト削

減効果は試算されているのでしょうか？ 

（回答） 

 大規模改修を行いながら学校プールを維持していく場合と民間スイミングスクールに移行した場合の費

用を比較すると、概算になりますが民間に移行する方が費用を抑えられ、１校当たり１年間で約８２万円

のコスト減、３０年間の総費用で算出すると１校当たり約２，４８０万円の経費削減に繋がる試算結果が出

ています。（学校プール維持費用＝大規模改修＋水漏れ修繕、ポンプ・濾過設備修繕などの随時修繕費

＋設備点検委託費、薬剤費、水質検査費などの維持管理費＋水道・電気料金などの光熱水費） 

（質問） 

プール事故防止のための安全対策は現状どのように実

施されていますか？ 

（回答） 

 文部科学省が示す学校体育実技指導資料第４集の「水泳指導の手引（三訂版）」に基づき、実施してい

ます。本手引の第４章では、「水泳指導と安全」としてその考え方や留意点、対策等が示されています。ま

た、民間プールを活用した水泳学習のモデル事業においては、児童・生徒数に対して水泳インストラクタ

ーや教員の配置は適切であるか、監視体制に問題がないかなど安全面の検証も行っています。 

（質問） 

民間施設を利用した場合の、安全管理責任は誰が担うの

でしょうか？場所の借用だから学校側でしょうか？ 

（回答） 

 民間プール施設を活用した水泳授業は、学校の管理下の範囲（※）で行われるものであるため、安全

管理責任は、原則として学校となりますが、業務委託している入水時の水泳指導や貸切バス等での移動

において、受託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては受託者がその責任を負うことにな

ります。いずれにしましても、児童・生徒の安全を最優先に、現在実施中のモデル事業において安全面の

検証も行ってまいります。 

［※学校の管理下となる場合／学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合の例］ 

→各教科・科目、クラブ活動・運動会・遠足・修学旅行等の特別活動中 
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（質問） 

本件、プールに限らず、少子化、多様性などの背景もあ

る中、小学校運営全般に言えることと思う。移動やその安

全確保などの諸課題はあると思うが、プールの運営を中

学校区単位に集約し、運営の充実を図ってはどうです

か。 

（回答） 

 将来的な学校プール施設のあり方の中で「集約化、拠点化」の選択もあると考えています。実際に、義

務教育学校の鹿野学園においては、流沙川学舎（前期課程）と王舎城学舎（後期課程）のそれぞれにプ

ール施設がありますが、令和６年度より本格的に流沙川学舎側プール施設（Ｈ１４年整備）への集約を図

り、現在、王舎城学舎側のプール施設（Ｓ４４年整備）は停止している状態です。移動に若干の時間を要

しますが、慣れ親しんだ施設であることや広くて古さを感じないＦＲＰ製のプールであることなどから、生徒

のことを考えるとこちらの選択が望ましいという学校からの声もあります。一方で中学校区によっては、児

童・生徒数が多く、５月下旬～７月中旬の水泳学習期間中の利用調整が難しくなる（屋外プールのため期

間が限定される）などの課題もあることから、引き続き、学校プール施設のあり方に関する検討委員会に

おいて検討を行うことといています。 

（質問） 

前の質問のように中学校区単位でプールの運用をする場

合、小学校でのプール授業の教育カリキュラムとしての

運用ルールや制約（各校ごとに必須なのか）などがある

のですか。 

（回答） 

上記にある「集約化」を行った場合ですが、プール施設はあくまでも供用するものであり、水泳授業は

文部科学省が示す学習指導要領や各学校が作成する指導計画に基づき実施することになりますので、

御質問にある「プール授業の教育カリキュラムとしての運用ルールや制約」などについては、特別な設定

はないものと考えます。 

［参考］ 

●水泳学習時数 

小学校…平均１１．３時間 

中学校…平均８．２時間 

●学習指導要領に定める体育授業時数 

小学校１年生…１０２時間 

小学校２～４年生…１０５時間 

小学校５～６年生…９０時間 

中学校１～３年生…１０５時間 
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 間資源の活 
学校プールのあり について 

第９回 取市市政改 推進市 委員会
R7.10.24_Fri
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１ 経緯

学校施設を含めた公共施設の老朽化が全国共通の課題となっている中で、
学校プール施設については、

など、水泳授業を取り巻く環境が大きく変化しています。
児童・生徒の安全・安心、さらには安定的で持続的な財政基盤の
観点からも、施設の更新を含めた学校プールのあり方について、
議論を加速させていく必要があります。

● 老朽化した配管や濾過設備の修繕費用が増加傾向にある。
● 清掃・薬剤投入・濾過装置の操作などの水質管理及び安全対策に
係る業務で教職員の負担が増している。

● 水泳授業は天候の制約を受けることも多く、高温による熱中症など
近年の気候変動により計画的な実施が難しい。
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２ 検討委員会の設置

将来の学校プール（水泳授業）の最適な方向性について検討するため、
令和６年度に「鳥取市立学校プール施設のあり方に関する検討委員会(※)」を設置。

議題など開催日回
・水泳授業の現状と課題（学校アンケート調査等）
・プール施設の老朽化と維持管理
・学校施設が抱える課題と対応の優先度
・ 間スイミングスクールや公共プールの現状等

R6.7.16
(火)

第1回

［先進地視察］
・京都府福知山市教育委員会事務局との意見交換
・NSI福知山スイミングスクール視察

R6.10.17
(木)

第2回

・コスト 較（既存施設維持と 間委託）
・視察の振り返りと 間活 の可能性
・モデル事業の実施に向けた協議

R6.11.26
(火)

第3回

・ 泳授業 間活 モデル事業案
・中間まとめ（将来の学校プールのあり方など）

R7.1.31
(金)

第4回

［※委員構成… 有識者、 中学校 会、 中PTA連合会、市公共施設担当、教育委員会］
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３ 学校プール施設の現状

鳥取市教育委員会では、小学校：39校、中学校：13校、義務教育学校：4校の計56校(57施設)
の学校を設置している。そのうちの53校(54施設)に学校プールを設置。自校プールがない3校
(国府中・河原中・気高中) については、旧町時代の運用を引き継ぎ、公共プールを活用。

主な状況割合校数建築年数
▼ コンクリート製プールで多数のクラック、欠損、はがれ等あり
→ 近寄らせないなど安全面に配慮しながら、授業を実施。

▼ 給排 管の劣化や破損による 漏れ
（特に埋設配管は破損箇所の確認困難→プールサイド露出配管に変更）
→ 修繕費及び 道料 などの財政 への影響

(18.5%)10 校50年以上
(31.5％)17 校40年以上 50年未満
(22.2％)12 校30年以上 40年未満
(27.8％)15 校20年以上 30年未満
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４ 教職員の声

水泳授業での課題などを把握するため、市立小・中・義務教育学校の全56校へのアンケートを
実施し、安全面や維持管理面での現状を再確認しました。

意 など（ 部を抜粋）アンケート項目
（主な項目抜粋）

● 教員が3人以上ついて水泳授業をしているが、その人員の割り振りや確保することが難しい。
● 水泳を習っている児童とそうでない児童の差、「浮く」ことを教えることの難しさ、つきっきりでないと泳げない児童がいる。
● 泳ぐことができない児童・ 徒が年々増えており、指導者が  しなければならない場 も増え、より安全管理に気をつけなければならない。
●  学者の熱中症対策として、屋根等の設置が必要。

安全面

● 担任によっては朝から水着の上に洋服を着て授業をするなど、授業の合間の5分休憩で着替えてプールに出るなどは困難を極める。
ましてプールから上がった後もすぐ授業があるため  のことに構ってなどいられない。学年団が 性ばかりだと誰もプールに れない
状況になることもあり、かなり無理をしてプールに っている教員もいる。

● プールを管理していくため、機械を1日に3回程度回すことが 変だった。教員4人で順番に回すようにしてはいたが大変さは変わらない。

労働環境

● プール施設（浄 装置）の 朽化により、ハイクロネーターによる塩素供給が不安定になって困っている。
それに伴って薬品購入費がかさんでおり、捻出に苦慮している。

● プールの 朽化が進み、プールサイドのコンクリート剥がれやひび割れがあり、すり傷などの怪我が多い。
● 漏 やプール吐水口の止水弁から が漏れる。

 朽化

● ろ過装置の操作が繁雑で、日直職員の負担が大きい。また、ここ数年は、 温が く 質がすぐ悪化するため塩素の調整が難しく、
土日も職員が洗浄ろ過しないと水質を維持できない。

● 機械も古いので、操作手順が多く、覚えることや引き継いでいくこと。

維持管理
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５-1 モデル事業の実施

改修・維持管理に係る費用の縮減や教職員の負担軽減、さらに児童・生徒の泳力向上も目的の
 つとして、３校を対象に 間プールを活 した 泳授業の実施・検証を っています。
チラシを作成し、モデル事業実施校の児童・生徒の保護者への配布や、教育委員会専用サイト
での公開、報道機関への資料提供、また、とっとり市報8月号でも取組記事を掲載し、広く周知
を図っています。
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５-2 モデル事業の実施

屋内プールで室温や水温が調整でき、また、季節を問わずに天候にも左右されず年間を通して
利用できることから、令和７年度のモデル事業は、夏休み明けからスタートしました。

自校プール
移動指導

回数児童数実施期間 間プール実施校
 朽化の状況経過年数

クラック多数
配管 漏れ（露出配管）49年プール所有バス5回208人9/2 10/30サンフィッシュスイミングスクール鳥取

［鳥取市田園町］富桑小
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５-3 モデル事業の実施

自校プール
移動指導

回数児童数実施期間 間プール実施校
 朽化の状況経過年数

クラック多数
フェンス・日除け支柱腐食
設備 朽

54年貸切バス5回115人8/27 10/9
智頭温水プール
（NSIリプルスイミングスクール）
［八頭郡智頭町智頭］

用瀬小

36



５-4 モデル事業の実施

自校プール
移動指導

回数児童生徒数実施期間 間プール実施校
 朽化の状況経過年数

ろ過設備不調
（砂が混ざりやすく、濁る）35年プール所有バス

2回幼 14人

8/25 12/15鳥取市福部ほっとスイミングプール
［鳥取市福部町海士］

福部未来
学園 5回小 132人

4回中 71人
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５-5 モデル事業の実施

モデル事業初日は、多くの報道関係者が
取材に来られました。関心の高さが伺えます。

【取材での児童の声】
○学校プールとは違う環境で友達と一緒に授業を
受けられて楽しかった。

○インストラクターの人たちも分かりやすく教えてくれた。
○屋根があるから熱中症にはなりづらいと思った。

【↑委員 インタビュー】

【児童インタビュー →】
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６ 鳥取市の方向性案（中間まとめ_R7.1.31）

第４回目の検討委員会において、将来の学校プール施設のあり方の「中間まとめ」として、
次のような整理が行われました。

引き続き検討・検
証を進め、令和７
年度末には、学校
プールのあり方に関
する基本方針を定
めていくこととしてい
ます。
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柱２      間活 による事業推進
施策２    多様な主体との協働の推進
細施策２ 自治体広域連携

 人口減少社会において、全国の自治体では、高齢化の進行やインフラの老朽化による行政需要の増
加、都市の低密度化・スポンジ化による行政コストの増大が見込まれる。一方で、各自治体が有する
経営資源が限られる中にあっては、行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供するた
め、他の自治体や共私のセクター等の多様な主体が連携し、それぞれが有する資源を融通し合い、有
効に活用していく視点が重要となる。鳥取市においては、因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏や鳥
取・岡山県境連携推進協議会、鳥取県東部広域行政管理組合などの様々な枠組みを構築し、関係自治
体での連携を深め、 政効率を めながら、市 が安 して暮らせるまちづくりに取り組んでいる。

 鳥取県東部広域行政管理組合や因幡・但馬麒麟のまち連携
中枢都市圏、鳥取・岡山県境連携推進協議会などの様々な枠
組みを通じ、自治体間で行政運営や施策に連携して取り組む
ことで、効率的・効果的に実施する。

現状と課題 課題解決のための取組

22310
実施計画名 自治体間の広域連携の推進 担当課 政策企画課

管理番号 ：

令和11年度 実施期間の成果目標

令和7年度 令和11年度

取組内容 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

実施期間

個別成果指標自治体間連携の推進

目標効果額

  連携事業のＫＰＩ(※1)達成率100％
  以上の事業数：毎年度50％以上

備考欄
※1：KPI（重要業績評価指標）とは、各事業の進捗状況を検証するために設定する指標のこと。年度ごとに各事業の進捗状況を把握、検証す
ることで、次年度以降の事業の改善につなげる。

0 千円
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事前質問回答票

22310 自治体間の広域連携の推進 【政策企画課】

（質問） 

どの程度の広域連携を行われるのでしょうか？ 

 鳥取県中部、西部地区も対象でしょうか？ 

（回答） 

主な本市の広域連携として、鳥取県東部１市４町（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）で構成

する「鳥取県東部行政管理組合（消防やし尿処理場、可燃物処理施設など）」や鳥取県と県内全市町村

などで構成される「鳥取県自治体 ICT共同化推進協議会（情報システムの共同調達や運用管理、行政

職員における ICT 分野の人材育成など）」、鳥取県東部 1市 4町と兵庫県北但西部の 2町（香美町、新

温泉町）で構成する「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」などに取り組んでいます。 

本市と鳥取県中部、西部地区の連携につきましては、現時点では具体的な連携は予定しておりません

が、今後の社会情勢や地域課題の変化に応じて、必要性が生じた場合には、他自治体との連携につい

ても検討してまいりたいと考えております。 

（質問） 

テーマ毎に各機関の特長を活かした連携と思うが、因

幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏や鳥取・岡山県境連

携推進協議会、鳥取県東部広域行政管理組合の「特長」

「想定の連携ケース/テーマ」を教えてください。 

（回答） 

 因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏では、連携中枢都市である本市が中心となり、連携町と連携し、

人口減少・少子高齢社会にあっても、地域を活性化し経済が持続可能なものとなるよう取組を進めていく

ものです。 

 鳥取・岡山県境連携推進協議会では、中山間地域という両県の県境地域が抱える共通の課題解決や

地元産業の振興と地域開発を促進に向けて、要望活動や意見交換などの取組を進めていくものです。 

 鳥取県東部広域行政管理組合は、鳥取県東部圏域の 1市 4町（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八

頭町）により組織された広域行政機構（特別地方公共団体）で、経済的、事務的効率の観点から各市町

が単独で行うより広域的に処理することが適当と思われる事務を行うものです。 

（質問） 

因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏、鳥取・岡山県境

連携推進協議会などさまざまな連携の枠組みを構築され

ていますが、その取り組み内容と、鳥取市が担う役割や

他市町との役割分担はどのように定義されていますか？ 

（回答） 

因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏においては、本市は連携中枢都市として、圏域全体の将来像

を描き、圏域全体の経済をけん引し、圏域の住民全体の暮らしを支えるという役割を担い、連携町は、本

市と協力しながら圏域全体の活性化を図るため、地域の持続的な発展を支える役割があると考えており

ます。主な取組内容として、「一般社団法人麒麟のまち観光局」支援事業では、圏域の観光客受け入れ

環境整備や国内外に対する広告宣伝、観光客誘致に取り組むなど、観光振興による地域経済の活性化

を図っております。 

 また、鳥取・岡山県境連携推進協議会においては、鳥取・岡山県境に位置する市町村の地元産業の振

興と地域開発を促進するため、構成市町村が連携し、関係機関等に対する要望活動や意見交換、全体

研修会などを実施し、中山間地域の課題解決に向けた対応を図るとともに地域の活性化に取り組んでお

ります。 
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（質問） 

その連携を進めるなかで、実際に効率的・効果的に取り

組めている、特に成果があった点を教えてください。 

（回答） 

因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏において、効果的に取り組む主な事業として、①日本遺産「麒

麟のまち」、②地域連携 DMO「一般社団法人麒麟のまち観光局」、③地域食堂支援事業があります。 

 ①日本遺産「麒麟のまち」では、圏域市町と関係団体と連携し、情報発信や普及啓発、人材育成などの

取組を推進しており、本年度の日本遺産認定継続審査において、継続認定という結果につながったもの

と考えております。 

 ②DMO「一般社団法人麒麟のまち観光局」では、令和５年 10月に圏域のファンづくりのための会員募

集システム「このへん共和国」を立ち上げ、観光客の属性やニーズ、動向などをデータとして取得した上

で、施策へ反映する「観光のDX化」にも取り組んでおります。同会員は、令和７年３月末時点で 9,981 人

（圏域内 3,128 人、県域外 6,853 人）登録されており、観光情報の発信や各種キャンペーンを実施すると

ともに、データなどを活用しながら、多様化する観光客の嗜好を的確にとらえ、満足度の向上につながる

観光コンテンツの造成などの取組を進めているところです。 

 ③地域食堂支援事業では、圏域内の地域食堂が円滑に運営できるよう「麒麟のまち地域食堂ネットワ

ーク」を支援組織として、連携中枢都市に集中する企業をはじめとする社会資源により得られる支援など

を広域に活用することが可能となりました。 

地域食堂の活動を支援する企業からの食材と地域食堂とのマッチングを行うとともに、廃棄される食

品・物品の利活用を進め、食品ロスの削減にもつながっています。 

また、地域食堂の立ち上げに関する支援も行っていることから、圏域の全市町に地域食堂が設置され

るなど、食を通じた交流や体験、学習の場として支え合うコミュニティの形成やこどもから大人まで誰もが

使える、安心安全な居場所づくりに取り組み、地域共生社会の実現に向けた連携が推進されておりま

す。 
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令和７年１０月２４日（金）
鳥取市企画推進部政策企画課

自治体間の広域連携の
推進について
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自治体間の広域連携の推進について

広域連携とは？
一つの市町村では適切に処理していくことが困難な事務に対応する場合

できる場合などに、それぞれの市町村がその行政区域を越えて連携・協力
する取組。

広域連携の必要性について
人口構造の変化やインフラの老朽化等の変化・課題に的確に対応し、持

の強みを生かし、資源を融通し合うなど、地域の枠を超えた連携が重要。
広域連携にあたっては、地域の実情に応じて、連携中枢都市圏をはじめ

とした市町村間の広域連携、都道府県による補完・支援など、多様な手法
の中から最も適したものを選択することが適当。
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自治体間の連携の手法（事務の共同処理制度）

Ⅰ 連携協約 Ⅱ 協議会 Ⅲ 機関等の共同設置 Ⅳ 事務の委託 Ⅴ 事務の代替執行 Ⅵ 一部事務組合 Ⅶ 広域連合

ー
構成団体の職員が処理

※機関が存在しない

構成団体の職員が処理

※機関が存在する
受託団体が事務を処理

一方の団体が他方の団体

の事務を処理

設置の根拠

(地方自治法)
第２ ５ ２ 条の２ 第２ ５ ２ 条の２ の２ 第２ ５ ２ 条の７ 第２ ５ ２ 条の１ ４ 第２ ５ ２ 条の１ ６ の２

設置

解散

規約の変更等

特徴

・ 連携して事務を処理す

るに当たっての基本的な

方針及び役割分担を定め

る

・ 各構成団体の長等の名

において事務を管理執行

・ 各構成団体が形式的に

は主体性を保つ

・ 各団体の共通の機関等

と しての性格を有し、 管

理執行の効果は、 それぞ

れの団体に帰属

・ 権限の移動を伴い、 委

託側は事務処理権限を失

う

・ 権限が受託側に一元化

されるため責任の所在が

明確

・ 事務処理の効率性が高

い

・ 代替執行を求めた団体

の長等の名において事務

を代替執行

・ 法人格を有するため、

財産の保有が可能

・ 議会、 固有の執行機関

を有するため、 責任の所

在が明確

・ 構成団体は事務処理権

限を失う

・ 一部事務組合と ほぼ共

通

・ 国、 都道府県から直接

権限移譲を受けるこ と が

可能

・ 規約の変更を要請する

こ と が可能

活用事例

連携中枢都市圏の形成、

都道府県による補完・ 支

援等

宝く じの発行事務、 農業

用水管理、 視聴覚教室、

教科用図書採択等

介護区分認定審査会、 公

平委員会、 障害区分認定

審査会、 指導主事等

公平委員会、 住民票の相

互交付、 公営競技（ 場外

発売） 、 消防・ 救急、 ご

み処理等

上水道、 簡易水道等
ごみ処理、 し尿処理、 消

防･救急、 火葬場等

後期高齢者医療、 介護保

険、 障害者福祉、 ごみ処

理等

第２ ８ ４ 条

法人格をもたない

独立した法人格あり

制度の種類

組織

法人の設立を要しない簡便な仕組み 別法人の設立を要する仕組み

①関係地方公共団体の協議、 規約作成

②関係地方公共団体の議会の議決（ ※１ ）

③都道府県知事への届出（ ※２ ）

①関係地方公共団体の協議、 規約作成

②関係地方公共団体の議会の議決

③都道府県知事の許可（ ※3）

①関係地方公共団体の協議

②関係地方公共団体の議会の議決

③都道府県知事への届出（ ※4）①関係地方公共団体の協議

②関係地方公共団体の議会の議決（ ※１ ）

③都道府県知事への届出（ ※２ ） ①関係地方公共団体の協議

②関係地方公共団体の議会の議決

③都道府県知事の許可（ ※3）

※１  連絡調整協議会の場合には、 議決不要

※２  都道府県の加入するものについては総務大臣への届出

※3 都道府県の加入するもの及び数都道府県にわ

たるものについては総務大臣の許可

※4 都道府県の加入するもの及び数都道府県にわ

たるものについては総務大臣への届出

自治体間の広域連携の推進について
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自治体間の広域連携の推進について

◆鳥取・岡山県境連携推進協議会

【目的】
鳥取・岡山県境に位置する市町村の地元産業の振興と地域開発を促進す

るため、各市町村が連携し、関係機関等に対する要請、関係団体との連絡
及び必要な調査研究を行う。

【構成】
鳥取市、倉吉市、若桜町、智頭町、三朝町、
日南町、日野町、江府町、津山市、新見市、
真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町、

（１６市町村）

【これまでの主な取組み】
・総会
・全体研修会
・要望活動（鳥取県及び岡山県）

など
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◆姫路・岡山・鳥取城下町物語推進協議会

【目的】
歴史・伝統・文化・自然などさまざまな地域資源を最大限に活用したまち

さまざまな資源を結びつけた情報発信を行うことで地域の発展を目指す。

【構成】
姫路市、岡山市、鳥取市

【これまでの主な取組み】
・災害時相互応援協定（H24.８.26）
・各都市イベントでの物産市の開催
・各都市開催イベントでの観光ＰＲなど相互参加

など

自治体間の広域連携の推進について
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◆鳥取県東部広域行政管理組合
【目的】
鳥取県東部圏域の1市4町（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）によ

り組織された広域行政機構（特別地方公共団体）で、経済的、事務的効率の観
点から各市町が単独で行うより広域的に処理することが適当と思われる事務を
行う。
【構成】
鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町
【主な共同処理事務】
・し尿処理場の設置及び管理運営（因幡浄苑）
・不燃物処理施設の設置及び管理運営（鳥取県東部環境クリーンセンター）
・可燃物処理施設の設置及び管理運営（リンピアいなば）
・火葬場の設置及び管理運営（因幡霊場）
・介護保険法に基づく要介護及び要支援認定の審査判定
・障害者総合支援法に基づく障害支援区分及び支給要否決定の審査判定
・消防に関する事務

自治体間の広域連携の推進について
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◆因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏
連携中枢都市圏構想とは？
【趣旨・目的】
地域において、相当規模と中核性を備える中心都市が、近隣の町と連携し、

機能の集積・強化」、「生活関連機能サービスの向上」を行うことにより、人
口減少・少子高齢社会においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維
持するための拠点を形成すること。
【連携中枢都市の要件】
①指定都市または中核市
②昼夜間人口比率（※1）が１以上
③三大都市圏の区域外に所在

【連携する取組】
ア
イ 高次の都市機能の集積・強化（高度な医療サービスなど）
ウ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

自治体間の広域連携の推進について

※1 昼夜間人口比率：昼間人口を常住人口
（夜間人口）で除して得た数値。学校・企業
が多いエリアでは、近郊の地域から多くの通
勤・通学者が集まるため、比率が1以上となる。
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自治体間の広域連携の推進について

【国からの財政措置】
連携中枢都市及び連携市町村の取組に対して、国から必要な財政措置

が講じられる。

＜連携中枢都市＞

＜連携自治体＞

措置内容措置項目取組内容

圏域の人口に応じて算定
（例）圏域人口75万人の場合、
約2億円

普通交付税
ア 経済成長のけん引
イ 高次の都市機能の集積・強化

対象経費の8/10（年間1.2億円
程度を基本として、人口・面積
等を勘案して上限額を設定）

特別交付税ウ 生活関連機能サービスの向上

措置内容措置項目取組内容

対象経費の8/10
（年間1800万円を上限）

特別交付税
上記ウの取組に加え、アとイに資
する取組
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自治体間の広域連携の推進について

（出典：総務省HP）
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【構成市町】
（鳥取県）鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町
（兵庫県）香美町・新温泉町
【圏域人口】２５３，８７４人（令和２年国勢調査）

【圏域面積】２，１２７．９９k㎡

自治体間の広域連携の推進について
因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏について

鳥取県東部の１市４町（鳥取市、岩美町、若桜

（香美町、新温泉町）は、古くから一体的な生
活圏を形成しています。
地域に共通する歴史文化遺産「麒麟獅子舞」

にちなんで、この圏域を「麒麟のまち」と銘打
ち、地域の活性化を図っています。
近年は山陰近畿自動車道の整備の進展によっ

て時間的にも近くなり、以前にも増して一体的
な生活圏を形成するようになっています。
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自治体間の広域連携の推進について

「鳥取・因幡定住自立圏」を形成
（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）平成22年3月

「鳥取・因幡定住自立圏」に新温泉町が参画平成24年3月

「麒麟のまち創生戦略会議」発足
1市6町平成27年10月

鳥取市が連携中枢都市宣言平成29年12月

「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏」を形成
（１市５町で連携協約を締結し、「因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏ビ
ジョン」を策定。）

平成30年4月

連携中枢都市圏に兵庫県香美町が参画令和2年3月

第2期因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏ビジョン策定
【計画期間】令和５年度から９年度までの５年間令和5年3月末
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自治体間の広域連携の推進について
第2期因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏ビジョン
【計画期間】令和５年度から９年度までの５年間

【目指す将来像】
●地域の資源や特徴を生かし自立した活力ある圏域
●都市機能が充実し、快適で安心して暮らせる圏域
●交流が盛んで賑わいのある圏域
●環境に優しい圏域
●若者に魅力ある圏域

【目標人口等】
目標

（令和７年国勢調査）
現在

（令和２年国勢調査）
２４３，２００人２５３，８７４人目標人口
６６．０％６７．６％0 64歳人口割合
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自治体間の広域連携の推進について

圏域の具体的取組

圏域全体の生活関連機能
サービスの向上
（４８事業）

高次の都市機能の
集積・強化
（１０事業）

けん引
（２７事業）

●病児・病後児保育事業
●麒麟のまち孤独・孤立対

ム推進事業
●公共図書館の相互利用事
業
●地域づくり人材育成事業
●持続可能な生活交通等の
維持・確保対策事業
●婚活支援事業

ほか42事業

●鳥取市夜間・休日急患診
療所運営支援事業
●鳥取砂丘コナン空港利用
促進事業
●公立鳥取環境大学が実施
する教育・研究活動との連
携事業

ほか７事業

●経営改善等推進事業
●農産物販路拡大支援事業
●日本遺産・麒麟獅子舞を
生かした圏域活性化事業

拠点でのエリアプロモー
ション
●地域連携DMO「麒麟の
まち観光局」支援
●山陰海岸ジオパークを活
用した広域観光推進事業
●若者の地元定着促進事業

ほか20事業
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自治体間の広域連携の推進について

●日本遺産・麒麟獅子を生かした圏域活性化事業

圏域に受け継がれる麒麟獅子舞など
の構成文化財の魅力を情報発信す
ることにより、圏域の活性や次世代
への保存・継承につなげます。
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自治体間の広域連携の推進について

●農産物販路拡大支援事業

関西圏でのマルシェの開催など、圏域農産物の販売促進や知名
度向上を図ります。
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●地域連携DMO「一般社団法人麒麟のまち観光局」
支援事業

「麒麟のまち観光局」が行う圏域の観光素材の開発・販売促進、
国内外への広報宣伝活動や受入環境整備等を支援します。

自治体間の広域連携の推進について
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●若者の地元定着促進事業

従来の高校生の企業説明会の取組に加え、進路選択前の
高校１・２年生に地元企業の仕事とその魅力を知り、自らの可
能性や将来のキャリアを考える機会としていただくため、フィー
ルドスタディ（職場体験）を取り入れた「地元企業早期ブラン
ディング事業」を実施しています。

自治体間の広域連携の推進について
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●鳥取市夜間・休日急患診療所運営事業

夜間・休日急患診療所（内科・小児科）を運営し、夜間・休日
の一次救急医療体制を確保します。

自治体間の広域連携の推進について

高次の都市機能の集積・強化①
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●鳥取砂丘コナン空港利用促進事業

圏域内唯一の空港である「鳥取砂丘コナン空港」の利用促進
を行います。

自治体間の広域連携の推進について

高次の都市機能の集積・強化②
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●病児・病後児保育事業

鳥取市内の病児・病後児保育施設について、圏域住民の利
用を可能としています。今後、相互利用について検討します。

自治体間の広域連携の推進について

圏域全体の生活関連機能サービスの向上①
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●麒麟のまち孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進
事業

「つながりサポーター」養成研修の共同実施や物流業界との包括連
携によるフードサポート事業などを連携して進め、圏域内の孤独・孤立
対策を推進しています。

自治体間の広域連携の推進について

圏域全体の生活関連機能サービスの向上②
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●公共図書館の相互利用事業

圏域住民であれば、圏域内の公共図書館で資料が借りられ
る相互利用を実施しています。
令和4年12月には、鳥取電子図書館がスタートし、電子図書
も対象となりました。

自治体間の広域連携の推進について

圏域全体の生活関連機能サービスの向上③
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●圏域移住促進事業

麒麟のまち圏域で、全国規模の移住相談会へ合同で出展し
ています。また、鳥取市が運営する移住定住ポータルサイトに
おいて、麒麟のまち圏域を紹介するとともに、圏域各町の移住
関連サイトや観光関連サイトへの情報、空き家情報を掲載して
います。

自治体間の広域連携の推進について

圏域全体の生活関連機能サービスの向上④
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●麒麟のまち婚活サポートセンターの運営

結婚を希望する方に出会いの場を提供するため、「麒麟のまち
婚活サポートセンター」を運営しています。婚活イベントやセミ
ナーなどを開催し、出会いから交際・結婚に向けた支援を行っ
ています。

自治体間の広域連携の推進について

圏域全体の生活関連機能サービスの向上⑤
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